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別紙１ 

 

令和３年度 山梨県インターネット動画広報業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和３年度 山梨県インターネット動画広報業務委託 

 

２ 業務期間 

契約締結の日から令和４年３月３１日までとする。 

 

３ 事業の目的 

本県の魅力や情報を伝える動画を制作し、県公式YouTubeチャンネル「山梨チャンネル」で配信す

るとともに、様々なメディアを活用したＰＲを行うことにより、YouTubeの視聴時間が長い世代を中

心に、県内外の幅広い世代に本県の魅力や情報を伝える。 

また、「山梨チャンネル」内の動画をより多くの方に視聴してもらえるようチャンネル全体のレベ

ルアップを図り、動画再生回数を増やしながら、県公式ホームページへの来訪者数やチャンネル登録

者数の増加を図る。 

 

４ 業務内容 

  受託者は、次に掲げる（１）から（６）の項目について、山梨県と協議しながら、全体コンセプト

の設定及び体制の構築を行い、業務を実施すること。 

  なお、実施に当たっては以下の点に留意すること。 

  本仕様書に記載のない事項についても、本事業の受託者として決定した際の企画提案書等に記載し

た事項のうち、山梨県の指示するものについては契約書（仕様書）に追記する。 

  このほか、事業実施に当たっては、山梨県と協議の上、目標となる指標（チャンネル登録者数、動

画再生回数等）を定め、目標達成のために必要な事項については山梨県と協議の上、随時実施するこ

と。目標はチャンネル登録者10,000人増加、及び動画再生回数50,000回（平均）以上とすること。 

（１）ターゲットとする年代層にリーチする動画の制作、及びＰＲ 

① 受託者は、次に掲げる動画を計４４本以上制作すること。 

なお、動画の企画・構成・脚本については受託者が作成し、事前に県の承認を受けた上で制作

すること。また、取材先の選定・調整等は受託者が行うこと。 

ア 地域情報を伝える動画 

イ 山梨県の魅力を伝える動画 

・ 制作に当たっては、トレンドを意識し、話題性のある著名なインフルエンサーを起用した動画

を制作することとし、脚本に工夫を凝らすなど、視聴者、特にターゲットとする年代層の興味を

引き、多くの方に視聴されるような動画とすること。なお、同日内に複数本の撮影を行うことも

可とする。 

・ 動画毎にメインターゲットとする年代を変えることとし、上記44本のうち、10代～30代をタ

ーゲットとするものを1／2程度、20代～40代を1／4程度、40代以上を1／4程度、制作する。 

  ・ 制作した動画は全て県の公式 YouTube チャンネル「山梨チャンネル」で配信する。著名なイ

ンフルエンサーを起用した動画の配信については、より県の情報が拡散されるように自身のチャ

ンネルを活用すること。その際は、山梨県や県の公式 YouTube チャンネルの情報を紹介すると

ともに、概要欄にリンク先を記載するなど県の情報に誘導する仕組みを取り入れること。 
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  ・ R２年度に実施した募集企画において任命された「山梨チャンネルPRサブリーダー」を動画

内で起用すること。起用する動画内容及び本数等については、山梨県と協議し、決定すること。 

・ 動画の撮影等に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策を十分行うこと。 

  ② 動画制作は概ね毎月４本程度、配信は概ね週１本程度とし、委託期間中において、極度な偏り

がないようにすることとし、山梨県と受託事業者間で協議し、決定すること。 

  ③ 動画の制作等、業務の一部を動画制作会社等に再委託することができる。 

  ④ 動画の制作に当たっては、サムネイルの制作も併せて行うこと。 

    サムネイルについては、視聴者の興味を引き、多くの方に視聴されるよう工夫をこらすものと

し、山梨県の確認及び承認を受けること。 

  ⑤ 制作動画、及びサムネイルについてはインターネット上で配信可能な状態でその都度、県の指

定する方法で県に納品すること。 

  ⑥ 本事業の目的を達成するために、山梨県と協議の上、主にキュレーションサイトをはじめとし

たネット系メディア、ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）、TrueViewインストリーム広

告などの各種媒体を活用し、動画毎に効果的なＰＲを行うこと。また、必要に応じて短尺ＰＲ用

動画も併せて制作すること。なお、新聞、テレビ、印刷物等を活用した広告も可とする。 

（２）チャンネル登録者数増加に寄与する企画・イベント等の実施 

チャンネル登録者数の増加を目的に、チャンネル視聴者（ユーザー）参加型の企画やイベン

ト等を実施すること。 

 

（※）令和2年度の実施例 

   ・山梨チャンネルＰＲリーダー就任記者会見 

   ・山梨チャンネルＰＲサブリーダー募集、踊ってみた動画募集企画の実施 

 

（３）山梨チャンネル全体の運用及び本事業で制作した動画以外の動画に関するアドバイス支援 

    本委託業務で制作した動画だけでなく、山梨チャンネルで公開している他の動画やチャンネ

ルデザイン等を含め「山梨チャンネル」全体の運用についてアドバイス支援を行うこと。 

    山梨チャンネル内の他の動画に使用できるサムネイル用の定型フォーマットフレーム（JPEG

形式）を県と協議の上、４種類程度制作し、納品すること。 

（４）山梨県ホームページ「山梨チャンネル」の改修 

    県ホームページからYouTube チャンネルへの誘導を目的に以下のwebページを改修する。改

修に当たっては、「山梨県ホームページシステム運用・保守業務委託契約」の受託者であるグロ

ーバルデザイン株式会社と連携しながら県の指示のもとに行う。改修に当たり、50万円（税別）

を費用として見込むこと。 

■ https://www.pref.yamanashi.jp/webtv 

（５）企画会議の実施 

 月１回以上の企画会議を県内で開催し、取材する題材や動画の構成案、広報計画等について

受託者の責任において提案し、山梨県と協議すること。 

 なお、企画会議の結果については、受託事業者で取りまとめの上、速やかに山梨県に報告す

ること。 
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（６）効果測定・分析 

本委託業務について広告の表示回数、チャンネル登録者数、動画の視聴回数、視聴者の属性（年

齢、時間帯別、地域、特性等）等の分析数値などを県の求めに応じて報告すること。また、その

結果に応じて、視聴者の傾向などを分析し、山梨県に対してその都度改善案を示すとともに、以

後の動画制作に随時適切に反映させること。 

 

５ 事業報告 

  委託事業終了後、委託契約等に基づき委託業務完了報告書を提出することとする。 

 

６ その他 

（１）委託業務に必要な資機材は、受託者が用意すること。 

（２）委託業務において制作した動画については、その全てを、ハードディスクもしくは県が指定す

るそれに準ずる方法により、山梨県に成果品として提出すること。 

（３）本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、県と協

議してこれを定めるものとする。 


